
令 和 ７ 年 ４ 月 ７ 日 

十島村立学校に３年以上 

在籍した児童・生徒の保護者 殿 

十島村教育委員会教育長 

〔公印省略〕 

令和７年度十島村「海外派遣ホームスティ事業」 

に係る短期留学生募集について（通知） 

 

時下，益々御清祥のことと拝察いたします。 

 さて，本村におきましては，海外ホームスティを通して，生徒の見聞を広め，国際感覚の育成，

自立心の向上等に寄与することを目的として，標記の補助事業を実施いたします。 

この短期留学は，平成２９年度から，より安全性の高い英語圏である南半球のオーストラリア

でのホームスティを実施しています。 

つきましては，下記により参加者を募集します。御希望があれば，申込期日までに必要書を提

出してください。 

なお，参加決定者については, 参加申込書や志望動機の作文等総合的に判断して, 定員の範囲

内で決めることといたします。派遣留学生の決定につきましては，決定の通知をもって代えさせ

ていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 

                    記 

 

１ 短期留学期間 

 （1）小 5～中１ 令和７年７月２６日（土）～８月５日（火）の１１日間コース 

 （2）中２～高３ 令和７年７月２３日（水）～８月５日（火）の１４日間コース 

 ※8月６日（水）午後は，参加者による帰国報告会を予定しています。 

   ※成田発着での日数ですので，自宅発から帰宅までを含めると，数日間増えます。 

   ※気象条件や留学地の政情不安等により中止することもあります。 

 

２ 短期留学地域 

   オーストラリア（ブリスベン近郊の学校） 

 

３ 応募方法について 

 (1) 提出書類 

  ｱ ＡＣＯＳＴＡ（第４１回オーストラリア夏休みＦＥＶプログラム 参加申込書） 

（保護者の直筆とする） 

  ｲ 志望動機等についての作文（応募者の日本語による直筆とする ＡＩ使用不可） 

① 自己アピール ②志望動機と留学先で解決したい課題  

③ 十島村の魅力を海外にアピール 

 (2) 提出先 ※島内在住の場合は，各学園校長へ提出してください 

    〒892-0822   鹿児島市泉町 13 番 13 号 十島村教育委員会 

                            電話 099-227-9771 ＦＡＸ099-227-9773 

 (3) 提出期限 

    令和７年４月２５日（金）（必着） 

 

４ 補助事業対象者 

補助金の交付を受けることのできる者は，村内に住所を有し，本村の学校に３年以上在籍

している義務教育学校 5 年生以上の児童・生徒及び本村の学校に 3 年以上在籍したことのあ

る義務教育学校（小学校）５年生以上の児童・生徒又は高校生で次に該当することとします。 



    (1)  心身の健康面において，団体行動や長期の海外生活に順応できること。  

(2)  異文化理解や外国語（英語等）への関心があり，学びへの意欲が高いこと。   

    (3)  規律ある行動及び団体生活ができること。 

    (4)  学校の出席状況や学習状況等が良好である。 

     (5)  過去に当該事業の補助を受けたことがないこと。 

 

５ 村による補助対象経費 

交付対象となる経費は，海外ホームスティに要する経費のうち，次に掲げるものとします。 

ただし，小遣い，電話代，郵便料金，任意の海外旅行保険料は補助対象経費としない。 

    (1) 出発地（鹿児島空港）からホームスティ地との往復に要する交通費（空港税等を含む。） 

    (2) ホームスティの日程で指定されている団体行動に要する活動費 

    (3) ホームスティ先の居住以外の宿泊施設における宿泊費 

   (4) 通訳，ガイド及び添乗員の利用に要する経費 

   (5) その他村長が必要と認める経費 

    ※ 旅券（パスポート）作成の費用については，個人負担です。旅券の必要な児童生徒 

は，早めに申請してください。（申請から交付まで 1~2 週間程度を要します。） 

 

６ 村の補助額 

 補助金の額は，補助対象経費の 10分の 10の額（当該額に 1,000未満の端数があるときは，

当該端数を切り捨てた額）とし，750,000 円を上限とします。 

  ※本年度の補助対象経費は補助額を上回る予定です。補助額を越える費用については，

個人負担となりますので御了承ください。 

 

７ その他 

 ・ 本事業におけるホームスティは，近畿日本ツーリスト（ユナイテッドツアーズ）ＡＣＯＳ

ＴＡ海外留学情報センターの旅行企画・実施に参加する事業となります。 

・ 本事業における報告文や写真等についての著作権等は十島村が所有し，ホームページ等の

本村の広報関係に活用させていただくことがあります。 

・  本事業応募における個人情報は，応募者との連絡やホームスティ手続きなど必要な範囲内

において当該機関と共有させていただきます。 

・  本事業に関する問合せ先 

    十島村教育委員会 教育総務課 電話 099-227-9771 ＦＡＸ099-227-9773 

 

  


